
県内小売・サービス業、飲食業の事業者のみなさまへ

  高知県オリジナルアクセプタンスマークができました！

 キャッシュレス決済手段のマークを表示するシールや
プレートのことで、店頭などに掲示し、
キャッシュレス決済に対応している事を周知するものです

① 店頭などにアクセプタンスマークを掲示することで、
  キャッシュレス決済に対応していることが一目で分かり、購買意欲の
  後押しに繋がるよ！
② 現金以外の支払いが可能であることが分かると、外国の方や県外から
  の観光客の方は、手持ちの現金のことを心配せずに安心してお買い物
  ができるようになるよ！ 

店頭など、お客さんから見えやすい場所へ
貼り付ける

県内全体で統一したステッカーを掲示することで、消費者へのPRを強化し、
各店舗での消費促進に繋げましょう！

① ②

台紙シール サイズ大 
（W148×H210㎜）

店舗で対応している
キャッシュレス決済ブランドのロゴシールを
台紙シールに貼り付ける

キャッシュレス決済
ブランドシール
 （W100×H83mm）

 

高知県では、キャッシュレス普及促進を図るための取組の一つとして、
オリジナルアクセプタンスマークを作成しました！

高知城、桂浜、はりまや橋、鰹など、
高知をイメージした絵柄と高知県の
イメージキャラクターである「くろしおくん」を
デザインしました。

台紙シールは大・小 ２サイズ作成し、店頭など、
貼る場所に合わせて使えるようにしました。

台紙シール サイズ小
（W120×H140㎜）

アクセプタンスマークの使い方

店舗前の
ショーウィンドウなど

アクセプタンスマークを掲示することで・・・

問い合わせ先：高知県庁経営支援課（高知市丸ノ内１丁目２番20号 県庁５階）
       TEL：088-823-9679 E-mail：150401@ken.pref.kochi.lg.jp

アクセプタンス
マークって何？

 お近くの商工会議所・商工会窓口または
 下記の問い合わせ先までご連絡ください！
 ※アクセプタンスマークの配布は、
  キャッシュレス決済に対応している店舗に
  限らせていただきます

アクセプタンス
マークは
どうやったら
もらえるの？


